
 

グリーンな企業生産性等向上支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小事業者等の生産性向上を支

援するため、環境配慮や働きやすい職場環境整備に資する設備投資等に必要な経費の一

部を補助する「グリーンな企業生産性等向上支援事業補助金」（以下「補助金」という。）

の交付について、福山市補助金交付規則（昭和４１年規則第１７号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)   「中小事業者等」とは、別表１に掲げるものをいう。 

(2)  「大企業」とは、「中小企業者」以外の者で、事業を営む者をいう。 

(3) 「みなし大企業」とは、次の者をいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有して

いる中小企業者 

 イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中

小企業者 

 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている

中小企業者 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次に掲げる条件を全て満たす中小事業者等とする。ただし、みなし

大企業は除く。 

 (1) 福山市内に本社又は事業所を有すること 

(2) 福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」（以下「チャレンジ宣言」という。）を

申請し、申請状況について調査されることについて同意すること 

(3) チャレンジ宣言の実現に資する取組を実施すること 

(4) 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）であること 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること 

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第４項及び第５項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これ

らの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。 

(6) 申請日において現に事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること 

(7) 補助金の交付申請書の提出日又は補助金の実績報告書提出日の時点で倒産（雇用保



 

険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第３５条第１項第１号に規定する倒産を

いう。）している事業主（再生手続開始の申立て（民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）第２１条に規定する再生手続開始の申立てをいう。）又は更生手続開始の申立て

（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に規定する更生手続開始の申立

てをいう。）を行った事業主であって、事業活動を継続する見込みがある者を除く。）

でないこと。 

 (8) 福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについ

て同意すること 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、チャレンジ宣言の実現に

資する設備投資等とする。ただし、同一補助事業において、国、県、市町及び各種産業支

援機関が実施する他の制度（補助金等）から補助を受けているものを除く。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表２に定めるとお

りとする。ただし、経費に係る消費税及び地方消費税額は補助対象経費から除く。 

 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の２分の１以内（千円未満は

切り捨てとする。）とし、上限を５０万円とする。 

 

（補助金交付の申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申

請書に次に掲げる書類を添えて、別に市長が定める期日までに市長に提出しなければな

らない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 誓約書 

(4) 事業の開始日、主たる事業所等の所在地及び事業内容を確認できる書類（法人登記

履歴事項全部証明書、個人の営む事業の開業届等）の写し 

(5) 収支予算書に計上した経費に関する見積書等の写し 

(6) 振込先口座の通帳の写し 

(7) その他市長が必要と認める書類 

２ 本事業への申請は、１事業者につき１回とする。 

 

（補助金交付の決定） 

第８条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は予

算の範囲内で補助金の交付決定を行い、速やかに補助金交付決定通知書により申請者に



 

通知するものとする。 

２ 市長は、前項の補助金の交付の決定を行う際に、補助金の交付目的を達成するため必要

な条件を付することができるものとする。 

 

（補助対象期間） 

第９条 補助の対象とする期間は、２０２５年（令和７年）１月１日から２０２５年（令和

７年）１２月３１日までの期間とする。 

 

（事業計画等変更の申請） 

第１０条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、第８条第１項の規定によ

る交付決定の通知を受けた後において、申請書に記載した事項を変更するときは、あらか

じめ事業計画変更承認申請書に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければな

らない。ただし、事業内容の変更がなく、かつ補助対象経費を２０パーセント以内で増減

する場合は、この限りでない。 

２ 前項の承認により、補助対象経費が減額となった場合、市長は既に決定した補助金の額

を減額することができる。 

３ 第１項の承認により補助対象経費が増額となった場合、補助金の額は当初交付決定額

を上限とする。 

４ 市長は、第１項の規定により補助金の交付決定及び交付額を変更したときは、補助金交

付決定変更通知書によりその旨を補助事業者に通知するものとする。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は補助事業を中止又は廃止する場合においては、あらかじめ事業計

画中止・廃止承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の中止又は廃止をしたときは、補助金交付

決定中止・廃止通知書によりその旨を補助事業者に通知するものとする。 

 

（事業報告書の提出） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業終了後３０日以内に、事業報告書に次に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書 

(2) 事業に係る経費の領収書等の写し 

(3)  事業内容や実施状況を確認できる記録等の資料（写真等） 

(4)  その他市長が必要とする書類 

 

（補助金の交付額の確定及び交付） 

第１３条 市長は、前条に規定する事業報告書の提出があったときは、内容について審査を

行い、適当と認める場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書に

より、補助金額及び交付条件を通知するものとする。 



 

２ 補助事業者は前項で確定した金額をもって、市長に請求しなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、補助事業者が虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けたと

き、その他補助の交付が適当でないと認めたときは、交付決定を取り消すことができる。 

 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交

付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。 

 

（延滞金） 

第１６条 補助事業者は、前条の規定により、市長から補助金の返還命令を受け、これを納

付期日までに納めなかったときは、納付期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未

納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならな

い。 

２ 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除するこ

とができるものとする。 

 

（財産処分の制限） 

第１７条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただ

し、その財産が耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号）別表第１及び別表第２に定める耐用年数をいう。）を経過し、又は市長の承認

を受けた場合には、この限りでない。 

 

（書類の様式） 

第１８条 この要綱に規定する書類の様式は、市長が別に定める様式による。 

 

（雑則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

附 則 

この要綱は、２０２５年（令和７年）３月２４日から施行し、同年１月１日以後に行う第

４条に規定する事業について適用する。 

  



 

別表１（第２条関係） 

事業者の種類 定義 

中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）

第２条第１項各号に掲げる者及び中小企業信用

保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第

１項第２号の規定に該当する者 

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法 （平成１０年法律第７

号）に規定する特定非営利活動法人 

医療法人 医療法（昭和２３年法律２０５号）に規定する

医療法人 

社会福祉法人 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定

する社会福祉法人 

その他、市長が認める事業者  

 

  



 

 

別表２（第５条関係） 

 

区分 摘要 備考 

(1)設備等購入費 次の設備等の購入に要する経費 

(ｱ) 機械・装置等 

(ｲ) 専用ソフトウェア・情報システム

等 

 

 

(ｱ)及び(ｲ)を自社にて設

計・開発・構築する場合

に要する経費を含む（た

だし、人件費及び旅費等

は除く。） 

 

(2)利用料 クラウドサービスの利用に要する経費 補助対象期間内に新たに

契約するものを対象とす

る。また、契約期間が補

助対象期間を超える場

合、按分の上、補助対象

期間分の費用のみを対象

とする。 

 

(3)リース料 次の設備等のリースに要する経費 

(ｱ) 機械・装置等 

(ｲ) 専用ソフトウェア・情報システム

等 

(ｳ) クラウドサービス 

補助対象期間内に新たに

契約するものを対象とす

る。また、契約期間が補

助対象期間を超える場

合、按分の上、補助対象

期間分の費用のみを対象

とする。 

 

(4)委託料 次の業務を外部事業者に委託する場合

に要する経費 

(ｱ) 機械・装置等の設計・開発・製作 

(ｲ) 専用ソフトウェア・情報システム

等の設計・開発・構築 

(ｳ) 導入または活用方法を実証するた

めに受ける技術指導 

 

 

(5)報償費 導入または活用方法を実証するために

受ける技術指導に要する謝金 

 

 

(6)その他、市長

が補助対象とし

て適当であると

認めるもの 

 

上記に含まれないが、グリーンな企業

チャレンジ宣言の実現に資すると判断

されるもの 

事業に見合ったものであ

ること 


